
 

 
 
 
 
 
 
 

「令和５年度 農薬危害防止運動」の実施について 
 

農林水産省は、農薬を使用する機会が増える 6 月から 8 月にかけて、厚生労働省、環境省等と共同で、農

薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した

農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を実施しますのでお知らせします。 

 

【目的】 

 農林水産省は、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等に基づいた、農薬の適正な取扱いについて関係者を指導

しています。 

  農薬の使用に伴う人や家畜への危害を防止するためには、農薬を使用する機会が増える 6 月から 8 月に指

導を強化するのが効果的であり、「農薬危害防止運動」は、その一環として実施するものです。  

  令和 5 年度は、運動のテーマを「守ろう  農薬ラベル、確かめよう  周囲の状況」と設定し、農薬ラベルの

表示事項の遵守と周辺の環境への農薬の飛散防止を徹底することなどを重点的に指導します。 

【実施期間】 

 原則として、令和 5 年 6 月 1 日（木曜日）から 8 月 31 日（木曜日）までの 3 か月間。 

【実施事項】主な実施事項は以下のとおりです。  

(1)  農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発  

(2)  農薬による事故を防止するための指導  

(3)  農薬の適正使用等についての指導  

(4)  農薬の適正販売についての指導  

(5)  有用生物や水質への影響低減のための関係者の連携  

【重点指導項目】  

（1） 農薬ラベルによる使用基準の確認と使用履歴の記帳の徹底  

（2） 土壌くん蒸剤を使用した後の適切な管理の徹底       

（3） 住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮及び飛散防止対策の徹底  

 （4） 誤飲を防ぐため、施錠された場所に保管するなど、保管管理の徹底  

 

             
※詳細については、農林水産省ホームページでご確認下さい。 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/230428.html 
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 朝霞市の相澤さんは、大手メーカーのエンジニアとして 15 年

間勤めた会社を退職し、妻の実家の農業を継ぐため 2019 年１月

に就農しました。 

就農当初は、鍬の使い方も知らなかったことから、野菜の栽

培方法を習得するため、民間のアグリイノベーション大学校

で、１年間農業の知識や技術を学びながら、野菜作りを始めま

した。現在は、両親と妻の４人で、「にんじん」や季節の野菜な

どを計 2.0ha で露地栽培しています。 

主に、地元のスーパー、市場、直売所に出荷を行っています

が、地元でマルシェ等のイベントがある時は、朝採り野菜の直

売にも力を入れているとのことです。 

徐々に仕事にも慣れ、就農後、２年目に新たな事にチャレン

ジがしたいとの気持ちが生まれてきたそうです。そんなある

日、地元のスーパーで他県産の「にんじん」が大量に販売され

ているのを目にし、朝霞市の特産品である「にんじん」を地元

の人にもっと楽しんでもらいたいとの思いが芽生え、「にんじん」を原料にした商品としての販

売を考えましたが、ジャムやジュースでは大企業も参入しており、価格的に競争できないため、

何か話題になり、特徴的な商品として焼酎造りを思いついたそうです。 

最初は何から始めたらよいのかわからず、さいたま農林振興

センターに相談して、茨城県にある酒造メーカーを紹介しても

らい焼酎造りを始めました。 

その後、酒造メーカーに酒類販売に必要な免許や販売ルート

などを相談しながら、2022 年 11 月に商品として「本格人参焼

酎へべれけ」が誕生しました。 

 販売先は地元の飲食店、居酒屋、インターネット販売が中心

ですが、今年は好評で商品の在庫も少なくなり、インターネッ

トでの注文を中止している状況です。 

今後は、より多くの方に「本格人参焼酎へべれけ」を知って

もらえるようＰＲに力を注いで行きたいとのことです。 

 最後に、都市農業としての魅力をもっと広めていきたいとの

ことで、「新鮮な野菜が食べられるだけではなく、生活の近く

に畑があることも都市農業の魅力。地元の方々にもっと畑を

楽しめる機会を設け、愛される畑にしていきたい。」と語って

くれました。 
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～朝霞市特産の「秋冬にんじん」で 

本格人参焼酎造りに挑戦！～ 

あいざわ  あつし 

相澤 敦さん 
 

埼玉県内有数のにんじん生産地として知られる朝霞市で、にんじん農家として就農

し、焼酎造りを始めた相澤敦さんを紹介します。 

秋冬にんじん 

 

相澤 敦さん 


